
服部 正樹 議員

Ｑ・寡婦（夫）控除のみなし適用を
Ａ・法改正に合わせて対応する

Q
当
町
に
お
け
る
非

婚
の
母
子
・
父
子

家
庭
の
現
状
は
。

A
生
活
福
祉
部
長

　

国
、
県
、
町
の
各
種
手

当
の
支
給
状
況
か
ら
、
支

給
対
象
者
は
、
母
子
・
父

子
家
庭
合
計
１
７
１
件
の

う
ち
、
非
婚
者
は
₁₀
件
。

　

寡
婦
︵
夫
︶
控
除
の
み

な
し
適
用
の
該
当
者
は
い

な
い
。Q

当
町
の
非
婚
の
母

子
・
父
子
家
庭
の

保
育
料
算
定
や
公
共
住
宅

利
用
等
の
現
状
は
。

A
生
活
福
祉
部
長

　

対
象
児
童
の
保
護
者
、

祖
父
母
等
を
含
む
世
帯
全

員
の
市
町
村
民
税
所
得
割

額
を
基
に
し
た
各
階
層
区

分
で
算
定
す
る
。

A
産
業
建
設
部
長

　
「
公
営
住
宅
法
施
行
令
」

に
定
め
ら
れ
た
、
所
得
税

法
を
参
考
に
控
除
が
設
け

ら
れ
て
い
る
。
特
別
な
理

由
が
あ
れ
ば
「
町
営
住
宅

家
賃
減
免
事
務
取
扱
要

綱
」
に
よ
り
、
家
賃
を
減

額
す
る
。

Q
当
町
の「
寡
婦︵
夫
︶

控
除
の
み
な
し
適

用
」導
入
に
対
す
る
考
え
は
。

A
産
業
建
設
部
長

　
「
公
営
住
宅
法
施
行
令
」

の
改
正
に
よ
り
、
平
成
₂₉

年
４
月
か
ら
、
家
賃
計
算

に
寡
婦
︵
夫
︶
控
除
を
適

用
す
る
。

A
生
活
福
祉
部
長

　

当
町
で
は
、
独
自
の
福

祉
施
策
を
手
厚
く
実
施
し

て
い
る
。
し
か
し
、
公
営

Q
地
方
創
生
を
、
ど

の
よ
う
に
受
け
止

め
て
い
る
か
。

A
総
務
部
長

　

人
口
減
少
、
超
高
齢
化

社
会
を
見
据
え
た
戦
略
を

策
定
す
る
こ
と
が
重
要
と

受
け
と
め
て
い
る
。

Q
現
在
の
人
口
の
現

状
分
析
、
将
来
展

望
は
。

A
総
務
部
長

　

２
０
２
０
年
ま
で
増

加
し
、
そ
れ
以
降
減
少

に
転
じ
る
見
込
み
。
少

住
宅
法
施
行
令
の
一
部
改

正
を
受
け
、
福
祉
施
策
に

も
拡
大
さ
れ
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。

　

国
の
動
向
を
注
視
し
、

法
改
正
に
あ
わ
せ
て
適
切

な
対
応
を
と
っ
て
い
く
。

子
高
齢
化
を
緩
和
し
、

２
０
６
０
年
の
人
口
約

１
万
６
０
０
０
人
を
見
込

ん
で
い
る
。

Q
地
方
版
総
合
戦
略

の
目
標
設
定
と
具

体
的
施
策
の
選
定
、
計
画

実
行
の
プ
ラ
ン
の
進
め
方

は
。A

総
務
部
長

　

専
門
分
野
か
ら
意
見
を

聞
き
、
国
の
示
す
４
つ
の

基
本
目
標
に
沿
っ
て
、
平

成
₂₈
年
度
か
ら
本
プ
ラ
ン

の
実
行
に
移
る
。

Q
近
隣
市
町
と
の
連

携
や
調
整
な
ど
の

考
え
は
。

A
総
務
部
長

　

総
合
戦
略
は
、
自
治
体

が
地
域
特
性
を
活
か
し
、

日
本
全
体
の
活
力
を
維
持

し
よ
う
と
す
る
も
の
。
他

市
町
と
連
携
・
調
整
が
必

要
と
な
る
可
能
性
も
あ
る

が
、
Ｍ
Ｒ
Ｊ
最
終
組
み
立

て
地
、
県
営
名
古
屋
空
港

の
立
地
と
本
町
の
特
性
を

活
か
し
た
総
合
戦
略
と
し

て
い
く
。

＼一般質問／

Q A&

Ｑ
・ 「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
」
に
つ
い
て
聞
く

Ａ
・ 

雇
用
、
子
育
て
、
人
口
減
少
な
ど
総
力

を
あ
げ
て
取
り
組
む
テ
ー
マ
で
あ
る
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